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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第27期

第２四半期累計期間
第28期

第２四半期連結累計期間
第27期

会計期間
自 平成25年８月１日
至 平成26年１月31日

自 平成26年８月１日
至 平成27年１月31日

自 平成25年８月１日
至 平成26年７月31日

売上高 (千円) 1,746,811 3,319,517 10,400,518

経常利益 (千円) 50,467 182,145 1,775,368

四半期（当期）純利益 (千円) 53,348 167,673 1,632,267

四半期包括利益又は包括利益 (千円) ― 167,673 1,632,267

純資産額 (千円) 310,207 3,006,697 2,787,714

総資産額 (千円) 1,052,060 11,104,270 4,064,861

１株当たり四半期（当期）純
利益金額

(円) 0.25 0.42 7.11

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 29.4 26.2 68.6

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △793,678 △5,022,644 201,598

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △2,158 △41,570 △53,969

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 486,301 6,949,178 1,684,092

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 467,797 4,494,017 2,609,054
 

　

回次
第27期

第２四半期会計期間
第28期

第２四半期連結会計期間

会計期間
自 平成25年11月１日
至 平成26年１月31日

自 平成26年11月１日
至 平成27年１月31日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 0.20 0.10
 

(注) １．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

３．当社は前第３四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、第27期第２四半期連結累計

期間及び第27期第２四半期連結会計期間に代えて、第27期第２四半期累計期間及び第27期第２四半期会計期

間について記載しております。

４．当社は、平成26年２月１日付で普通株式１株につき10株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、

１株当たり四半期（当期）純利益金額および潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額は、当該

株式分割が前連結会計年度の期首に行われたと仮定して算定しております。

５．第27期第２四半期累計期間、第28期第２四半期連結累計期間及び第27期の潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載しておりませ

ん。

 

２ 【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社において営まれている事業の内容について重要な変更はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の

リスク」についての重要な変更はありません。

 
２ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 
３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。なお、平成26

年７月期第２四半期累計期間は四半期連結財務諸表を作成していないため、前年同期比較は記載しておりません。

（１）業績の状況

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、平成26年４月の消費税増税に伴う駆け込み需要の反動による

落ち込みからの回復にもたつきがみられますが、政府や日本銀行による財政・金融政策により緩やかな回復基調が

続いております。

当社が属する不動産業界におきましては、公益財団法人東日本不動産流通機構の調査による首都圏の中古マン

ションの成約件数をみますと、平成26年４月の消費税増税の影響により、平成26年４月以降平成27年１月まで前年

割れが継続しております。

一方、全国主要都市のオフィスビル市況の情報を提供している三鬼商事株式会社の調査による東京都心５区（東

京都千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区）のオフィス空室率は、平成24年６月の9.43％をピークに、平成27

年１月には5.36％まで低下しております。また、オフィス平均賃料は平成23年12月の16,207円／坪をボトムに回復

傾向にあり、平成27年１月は17,109円／坪へ上昇しております。

こうした環境のなか、当社は東京都や近畿圏において、新規に収益ビルや収益マンション等の販売用不動産を仕

入れました。販売活動においては、収益ビルや土地等を売却しました。また、子会社の株式会社奨建築においては

リフォーム工事を積極的に手掛け、S&Standard株式会社においては賃貸管理物件の増加に伴う収入手数料の増加に

努めました。この結果、売上高は33億19百万円、営業利益は２億80百万円、経常利益は１億82百万円、四半期純利

益は１億67百万円を計上することができました。なお、当社の業績は年度の下期（毎年２月以降）に偏重する傾向

にあります。これは、我が国の不動産企業のみならず多くの企業の決算期が３月末となっており、不動産物件の取

得や売却が３月前後に集中する傾向にあるためです。このため、当第２四半期の業績については想定内と判断して

おります。

当第２四半期連結累計期間における各事業の種類別セグメントの概況は次のとおりであります。

（不動産再活事業）

当第２四半期連結累計期間において、東京都や近畿圏において新規に収益ビルや収益マンション等の販売用不動

産を仕入れ、販売活動を活発化させました。日本銀行による質的量的金融緩和政策など不動産業界を取り巻く好環

境を受け、収益用不動産に対するニーズは高く、販売は順調に推移しました。こうしたことから、不動産再活事業

の売上高は28億95百万円、営業利益は３億５百万円となりました。

（不動産賃貸収益等事業）

不動産賃貸収益等事業は、当社が保有する不動産物件に係る受取賃料収入や収入手数料等、また、子会社の株式

会社奨建築やS&Standard株式会社の収益で構成されております。当第２四半期連結累計期間においては、当社保有

物件が増加したことにより受取賃料が増加したこと、子会社の株式会社奨建築においてリフォーム工事が計上され

たことなどから不動産賃貸収益等事業の売上高は４億23百万円、営業利益は２億37百万円となりました。
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（２）財政状態の分析

（流動資産）

当第２四半期連結累計期間末における流動資産は、110億33百万円となりました。主な内訳としては、現金及び預

金が45億95百万円、販売用不動産が57億24百万円などであります。

（固定資産）

当第２四半期連結累計期間末における固定資産は、70百万円となりました。主な内訳としては、敷金が26百万

円、差入保証金が８百万円であります。

（流動負債）

当第２四半期連結累計期間末における流動負債は、24億９百万円となりました。主な内訳としては、短期借入金

が20億65百万円であります。

（固定負債）

当第２四半期連結累計期間末における固定負債は、56億87百万円となりました。主な内訳としては、転換社債型

新株予約権付社債が40億円、長期借入金16億80百万円であります。

（純資産）

当第２四半期連結累計期間末における純資産は、30億６百万円となりました。主な内訳としては、資本金が５億

50百万円、資本準備金が10億50百万円、利益剰余金が13億14百万円であります。以上の結果、自己資本比率は

26.2％となりました。

 

（３）キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は44億94百万円と

なりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは50億22百万円の減少となりました。こ

れは、主に販売用不動産を仕入れたため、たな卸資産の増加に伴う資金の減少45億74百万円や前渡金の支払による

減少３億40百万円などによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは41百万円の減少となりました。これ

は、主に差入保証金の差入による減少26百万円によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは69億49百万円の増加となりました。こ

れは、主に転換社債型新株予約権の発行による資金の増加39億97百万円、短期借入金の増加による資金の増加17億

12百万円、長期借入金の借入による資金の増加12億円などによるものであります。

 

（４）事業上及び財務上の対処すべき課題　

当第２四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに

生じた課題はありません。

 

（５）研究開発活動

該当事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 851,170,520

Ａ種優先株式 8,916

Ｂ種優先株式 26,701

Ｃ種優先株式 2,160,476

Ｄ種優先株式 2,160,410

Ｅ種優先株式 138,822

譲渡制限種類株式 1,818,182

計 857,494,027
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成27年１月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成27年３月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 233,873,050 233,873,050
東京証券取引所
（市場第二部）

単元株式数は100株であります。

Ａ種優先株式 8,916 8,916 ― （注）２、３、４

Ｃ種優先株式 824,355 824,355 ― （注）２、３、５

Ｄ種優先株式 2,160,410 2,160,410 ― （注）２、３、６

Ｅ種優先株式 138,822 138,822 ― （注）２、３、７

計 237,005,553 237,005,553 ― ―
 

(注) １ 「提出日現在発行数」欄には、平成27年３月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使によ

り発行された株式数は含まれておりません。

２　Ａ種、Ｃ種、Ｄ種およびＥ種優先株式は、現物出資（借入金の株式化　19,193百万円）によって発行された

ものであります。

３　単元株式数

単元株式数は１株であります。

４ Ａ種優先株式の内容は次のとおりであります。

１. 剰余金の配当

(1) Ａ種優先配当金

当社は、期末配当金の支払いを行うときは、Ａ種優先株式を有する株主（以下「Ａ種優先株主」とい

う。）またはＡ種優先株式の登録株式質権者（以下「Ａ種優先登録株式質権者」という。）に対し、第

７項(1)の定める支払順位に従い、Ａ種優先株式１株につき下記(2)に定める額の金銭（以下「Ａ種優先

配当金」という。）を支払う。但し、当該期末配当金にかかる基準日の属する事業年度中の日を基準日

として下記(3)に定めるＡ種優先中間配当金を支払ったときは、当該Ａ種優先中間配当金を控除した額

とする。

(2) Ａ種優先配当金の額

Ａ種優先配当金の額は、300,000円に、それぞれの事業年度毎に以下の年率（以下「Ａ種優先配当年

率」という。）を乗じて算出した額とする。但し、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を

四捨五入する。

　2011年度および2012年度＝0.1%
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　2013年度および2014年度＝0.3%

　2015年度以降＝0.5%

(3) Ａ種優先中間配当金

当社は、中間配当金の支払いを行うときは、Ａ種優先株主またはＡ種優先登録株式質権者に対し、第７

項(1)の定める支払順位に従い、上記(2)に定める額の２分の１を限度として、取締役会の決議で定める

額の金銭（以下「Ａ種優先中間配当金」という。）を支払うものとする。

(4) 非累積条項

Ａ種優先株主またはＡ種優先登録株式質権者に対して支払うＡ種優先株式１株当たりの剰余金の配当の

額がＡ種優先配当金の額に達しないときであっても、そのＡ種優先株式１株当たりの不足額は翌事業年

度以降に累積しない。

(5) 非参加条項

Ａ種優先株主またはＡ種優先登録株式質権者に対しては、Ａ種優先配当金を超えて剰余金の配当は行わ

ない。

２. 残余財産の分配

(1) Ａ種優先残余財産分配金

当社の残余財産の分配をするときは、第７項(2)の定める支払順位に従い、Ａ種優先株式１株につき、

300,000円を支払う。

(2) 非参加条項

Ａ種優先株主またはＡ種優先登録株式質権者に対しては、上記(1)のほか残余財産の分配は行わない。

３. 議決権

Ａ種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。

４. 普通株式を対価とする取得請求権

Ａ種優先株主は、2021年11月１日（当該日が営業日ではない場合には、翌営業日）の翌営業日以降2030

年７月28日（同日を含む。）までの間（以下「Ａ種転換請求期間」という。）いつでも、当社に対し

て、普通株式の交付と引換えに、その有するＡ種優先株式の全部または一部を取得することを請求する

ことができるものとし、当社はＡ種優先株主が取得の請求をしたＡ種優先株式を取得するのと引換え

に、次に定める数の普通株式を、当該Ａ種優先株主に対して交付するものとする。

(1) Ａ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数

Ａ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、転換請求にかかるＡ種優先株式の数に

300,000円を乗じて得られる額を、下記に定める取得価額で除して得られる数とする。なお、Ａ種優先

株式の取得と引換えに交付する普通株式の数に１株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるも

のとし、この場合においては、会社法第167条第３項に定める金銭の交付はしない。

(2) 取得価額

当初取得価額は、3,704円とする。

(3) 取得価額の調整

(a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。

①普通株式につき株式の分割または株式無償割当てをする場合、以下の算式により取得価額を調整す

る。なお、株式無償割当ての場合には、下記の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償

割当て前発行済普通株式数（但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。）」、「分割後発

行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数（但し、その時点で当社が保有する普通株式

を除く。）」とそれぞれ読み替える。
 

調整後取得価額 ＝ 調整前取得価額 ×
分割前発行済普通株式数

分割後発行済普通株式数
 

 

調整後の取得価額は、株式の分割にかかる基準日または株式無償割当ての効力が生ずる日（株式無

償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日）の翌日以降これを適用する。

 

②普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式により、取

得価額を調整する。
 

調整後取得価額 ＝ 調整前取得価額 ×
併合前発行済普通株式数

併合後発行済普通株式数
 

 

③下記(d)に定める普通株式１株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行または当社

が保有する普通株式を処分する場合（株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得され

る株式もしくは新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(3)において同

じ。）の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合または合併、株式交

換もしくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。）、次の算式（以下「取得価額調整

式」という。）により取得価額を調整する。調整後の取得価額は、払込期日（払込期間を定めた場

合には当該払込期間の最終日）の翌日以降、また、株主への割当てにかかる基準日を定めた場合は

当該基準日（以下「株主割当日」という。）の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普
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通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社

が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する

普通株式の数」とそれぞれ読み替える。
 

    （発行済普通株式の数－当社
が保有する普通株式の数）

＋

新たに発行する普通株式の数×１株当たり払
込金額

調整後
取得価額

＝
調整前
取得価額

×
普通株式１株当たりの時価

（発行済普通株式の数－当社が保有する普通株式の数）
＋新たに発行する普通株式の数

 

 

④当社に取得をさせることによりまたは当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式１

株当たりの時価を下回る普通株式１株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることがで

きる株式を発行または処分する場合（株式無償割当ての場合を含む。）、かかる株式の払込期日

（払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本④において同じ。）に、株式無償割当

ての場合にはその効力が生ずる日（株式無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日。以

下本④において同じ。）に、また株主割当日がある場合はその日に、発行または処分される株式の

全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「１株

当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後の取得価額とする。調整後

の取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、

また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。

⑤行使することによりまたは当社に取得されることにより、普通株式１株当たりの新株予約権の払込

価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の合計額が下記(d)に定める普通株式１株当たり

の時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合（新

株予約権無償割当ての場合を含む。）、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場

合にはその効力が生ずる日（新株予約権無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日。以

下本⑤において同じ。）に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが

当初の条件で行使されまたは取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式にお

いて「１株当たり払込金額」として普通株式１株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行

使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整

後の取得価額とする。調整後の取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無

償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以

降、これを適用する。但し、本⑤による取得価額の調整は、当社の取締役、監査役または従業員に

対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されない

ものとする。

(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①および②のいずれかに該当する場合には、当社はＡ種優

先株主およびＡ種優先登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨ならびにその事由、調

整後の取得価額、適用の日およびその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行うも

のとする。

①合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、

吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継または新設

分割のために取得価額の調整を必要とするとき。

②前①のほか、普通株式の発行済株式の総数（但し、当社が保有する普通株式の数を除く。）の変更

または変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。

(c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を

四捨五入する。

(d) 取得価額調整式に使用する普通株式１株当たりの時価は、調整後転換価額を適用する日に先立つ45

取引日目に始まる連続する30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の

毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。また、平均値の計算は、円位未

満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）とする。

(e) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が１円未満に

とどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。

５. 金銭を対価とする取得請求権

Ａ種優先株主は、2015年11月１日以降2021年11月１日（当該日が営業日ではない場合には、翌営業日）

まで（以下「償還期間」という。）の毎年11月１日（当該日が営業日ではない場合には、翌営業日）、

法令上可能な範囲で、かつ下記(1)および(2)に定める上限の範囲内において、当社に対して、金銭の交

付と引換えに、その有するＡ種優先株式の全部または一部を取得することを請求（以下「償還請求」と

いう。）することができるものとし、当社はＡ種優先株主が償還請求をしたＡ種優先株式を取得するの

と引換えに、下記(3)に定める額（以下「任意償還価額」という。）の金銭を、当該Ａ種優先株主に対

して交付するものとする。なお、下記(1)および(2)に定める上限を超えて償還請求が行われた場合、取

得すべきＡ種優先株式は、償還請求が行われたＡ種優先株式の数に応じた按分比例の方法による。

(1) 任意償還価額の上限

Ａ種優先株主は、本項に基づくＡ種優先株主による償還請求がなされた日（以下「償還請求日」とい

う。）の前日における分配可能額が１億円を上回る場合に限り、当該上回る金額を任意償還価額の上限

として、償還請求をすることができる。
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(2) 取得株式数の上限

Ａ種優先株主は、各償還請求日において、Ａ種優先株式1,784株を上限として、償還請求をすることが

できる。

(3) 任意償還価額

任意償還価額は、Ａ種優先株１株につき、300,000円とする。

 ６. 普通株式を対価とする取得条項

当社は、Ａ種転換請求期間中に取得請求のなかったＡ種優先株式の全部を、Ａ種転換請求期間の末日の

翌日以降いつでも、当社取締役会が別に定める日（以下「強制転換日」という。）が到来することを

もって普通株式の交付と引換えに取得するものとし、当社は、かかるＡ種優先株式を取得するのと引換

えに、かかるＡ種優先株式の数に300,000円を乗じて得られる額を、2030年７月28日における取得価額

で除して得られる数の普通株式をＡ種優先株主に対して交付するものとする。Ａ種優先株式の取得と引

換えに交付すべき普通株式の数に１株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを

取扱う。

７. 金銭を対価とする取得条項

(1) 当社は、いつでも、当社取締役会が別に定める日（以下「強制償還日」という。）が到来することを

もって、法令上可能な範囲で、金銭の交付と引換えに、Ａ種優先株式の全部または一部を取得すること

ができる。この場合、当社は、かかるＡ種優先株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める額（以

下「強制償還価額」という。）の金銭をＡ種優先株主に対して交付するものとする。なお、Ａ種優先株

式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。

(2) 強制償還価額

強制償還価額は、Ａ種優先株式１株につき、300,000円とする。

８. 株式の併合または分割、募集株式の割当て等

(1) 当社は、Ａ種優先株式について株式の併合または分割は行わない。

(2) 当社は、Ａ種優先株主には募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受ける権利

を与えず、また株式無償割当てまたは新株予約権無償割当ては行わない。

９. 優先順位

(1) Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式、譲渡制限種類株式および

普通株式にかかる剰余金の配当の支払順位は、Ａ種優先株式にかかる剰余金の配当を第１順位とし、Ｂ

種優先株式、Ｃ種優先株式およびＤ種優先株式にかかる剰余金の配当を第２順位（それらの間では同順

位とし、Ｂ種優先株主の有するＢ種優先株式の数にＢ種優先配当金を乗じて得られる額、Ｃ種優先株主

の有するＣ種優先株式の数にＣ種優先配当金を乗じて得られる額およびＤ種優先株主の有するＤ種優先

株式の数にＤ種優先配当金を乗じて得られる額に応じて配当財産を割り当てる。）とし、Ｅ種優先株式

にかかる剰余金の配当を第３順位とし、譲渡制限種類株式および普通株式にかかる剰余金の配当を第４

順位（それらの間では同順位かつ同額とする。）とする。

(2) Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式、譲渡制限種類株式および

普通株式にかかる残余財産の分配の支払順位は、Ａ種優先株式にかかる残余財産の分配を第１順位と

し、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式およびＤ種優先株式にかかる残余財産の分配を第２順位（それらの間

では同順位とし、Ｂ種優先株主の有するＢ種優先株式の数にＢ種優先残余財産分配金を乗じて得られる

額、Ｃ種優先株主の有するＣ種優先株式の数にＣ種優先残余財産分配金を乗じて得られる額およびＤ種

優先株主の有するＤ種優先株式の数にＤ種優先残余財産分配金を乗じて得られる額に応じて残余財産を

割り当てる。）とし、Ｅ種優先株式にかかる残余財産の分配を第３順位とし、譲渡制限種類株式および

普通株式にかかる残余財産の分配を第４順位（それらの間では同順位かつ同額とする。）とする。

(3) 本内容におけるＢ種優先配当金、Ｃ種優先配当金、Ｄ種優先配当金、Ｂ種優先残余財産分配金、Ｃ種優

先残余財産分配金およびＤ種優先残余財産分配金の用語は、いずれも定款第２章の２で定義される意味

で用いられる。

10. 会社法第322条第２項に規定する定款の定めの有無

種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めはありません。

11. 株主総会において議決権を有しない理由

資本の増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。

12. 株式の種類ごとに異なる数の単元株式数を定めている理由

平成26年２月１日付で、普通株式について100株を１単元とする単元株制度の採用に当たり、普通株式

１株につき10株の割合で株式分割を行いました。ただし、優先株式については株式分割は行わず、１株

を１単元とする単元株制度を採用しました。

５ Ｃ種優先株式の内容は次のとおりであります。

１. 剰余金の配当

(1) Ｃ種優先配当金

当社は、期末配当金の支払いを行うときは、Ｃ種優先株式を有する株主（以下「Ｃ種優先株主」とい

う。）またはＣ種優先株式の登録株式質権者（以下「Ｃ種優先登録株式質権者」という。）に対し、第

８項(1)の定める支払順位に従い、Ｃ種優先株式１株につき下記(2)に定める額の金銭（以下「Ｃ種優先

配当金」という。）を支払う。但し、当該期末配当金にかかる基準日の属する事業年度中の日を基準日

として下記(3)に定めるＣ種優先中間配当金を支払ったときは、当該Ｃ種優先中間配当金を控除した額

とする。

(2) Ｃ種優先配当金の額
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Ｃ種優先配当金の額は、3,704円に、それぞれの事業年度毎に下記の年率（以下「Ｃ種優先配当年率」

という。）を乗じて算出した額とする。但し、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨

五入する。

　2011年度および2012年度＝0.1%

　2013年度および2014年度＝0.3%

　2015年度以降＝0.5%

(3) Ｃ種優先中間配当金

当社は、中間配当金の支払いを行うときは、Ｃ種優先株主またはＣ種優先登録株式質権者に対し、第８

項(1)の定める支払順位に従い、上記(2)に定める額の２分の１を限度として、取締役会の決議で定める

額の金銭（以下「Ｃ種優先中間配当金」という。）を支払うものとする。

(4) 非累積条項

Ｃ種優先株主またはＣ種優先登録株式質権者に対して支払うＣ種優先株式１株当たりの剰余金の配当の

額がＣ種優先配当金の額に達しないときであっても、そのＣ種優先株式１株当たりの不足額は翌事業年

度以降に累積しない。

(5) 非参加条項

Ｃ種優先株主またはＣ種優先登録株式質権者に対しては、Ｃ種優先配当金を超えて剰余金の配当は行わ

ない。

２. 残余財産の分配

(1) Ｃ種優先残余財産分配金

当社の残余財産の分配をするときは、第８項(2)の定める支払順位に従い、Ｃ種優先株式１株につき、

3,704円（以下「Ｃ種優先残余財産分配金」という。）を支払う。

(2) 非参加条項

Ｃ種優先株主またはＣ種優先登録株式質権者に対しては、上記(1)のほか残余財産の分配は行わない。

３. 議決権

Ｃ種優先株主は、株主総会において議決権を有する。

４. 普通株式を対価とする取得請求権

Ｃ種優先株主は、2013年７月28日以降2022年７月28日（同日を含む。）までの間（以下「Ｃ種転換請求

期間」という。）いつでも、当社に対して、普通株式の交付と引換えに、その有するＣ種優先株式の全

部または一部を取得することを請求することができるものとし、当社はＣ種優先株主が取得の請求をし

たＣ種優先株式を取得するのと引換えに、次に定める数の普通株式を、当該Ｃ種優先株主に対して交付

するものとする。

(1) Ｃ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数

Ｃ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、転換請求にかかるＣ種優先株式の数に3,704

円を乗じて得られる額を、下記に定める取得価額で除して得られる数とする。なお、Ｃ種優先株式の取

得と引換えに交付する普通株式の数に１株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、

この場合においては、会社法第167条第３項に定める金銭の交付はしない。

(2) 取得価額

当初取得価額は、3,704円とする。

(3) 取得価額の調整

(a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。

①普通株式につき株式の分割または株式無償割当てをする場合、以下の算式により取得価額を調整す

る。なお、株式無償割当ての場合には、下記の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償

割当て前発行済普通株式数（但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。）」、「分割後発

行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数（但し、その時点で当社が保有する普通株式

を除く。）」とそれぞれ読み替える。
 

調整後取得価額 ＝ 調整前取得価額 ×
分割前発行済普通株式数

分割後発行済普通株式数
 

 

②調整後の取得価額は、株式の分割にかかる基準日または株式無償割当ての効力が生ずる日（株式無

償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日）の翌日以降これを適用する。
 

調整後取得価額 ＝ 調整前取得価額 ×
併合前発行済普通株式数

併合後発行済普通株式数
 

 

③下記(d)に定める普通株式１株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行または当社

が保有する普通株式を処分する場合（株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得され

る株式もしくは新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(3)において同

じ。）の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合または合併、株式交

換もしくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。）、次の算式（以下「取得価額調整

式」という。）により取得価額を調整する。調整後の取得価額は、払込期日（払込期間を定めた場

合には当該払込期間の最終日）の翌日以降、また、株主への割当てにかかる基準日を定めた場合は
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当該基準日（以下「株主割当日」という。）の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普

通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社

が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する

普通株式の数」とそれぞれ読み替える。
 

    （発行済普通株式の数－当社
が保有する普通株式の数）

＋

新たに発行する普通株式の数×１株当たり払込
金額

調整後
取得価額

＝
調整前
取得価額

×
普通株式１株当たりの時価

（発行済普通株式の数－当社が保有する普通株式の数）
＋新たに発行する普通株式の数

 

 

④当社に取得をさせることによりまたは当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式１

株当たりの時価を下回る普通株式１株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることがで

きる株式を発行または処分する場合（株式無償割当ての場合を含む。）、かかる株式の払込期日

（払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本④において同じ。）に、株式無償割当

ての場合にはその効力が生ずる日（株式無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日。以

下本④において同じ。）に、また株主割当日がある場合はその日に、発行または処分される株式の

全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「１株

当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後の取得価額とする。調整後

の取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、

また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。

⑤行使することによりまたは当社に取得されることにより、普通株式１株当たりの新株予約権の払込

価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の合計額が下記(d)に定める普通株式１株当たり

の時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合（新

株予約権無償割当ての場合を含む。）、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場

合にはその効力が生ずる日（新株予約権無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日。以

下本⑤において同じ。）に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが

当初の条件で行使されまたは取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式にお

いて「１株当たり払込金額」として普通株式１株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行

使に際して出資される財産の普通株式１株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整

後の取得価額とする。調整後の取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無

償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以

降、これを適用する。但し、本⑤による取得価額の調整は、当社の取締役、監査役または従業員に

対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されない

ものとする。

(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①および②のいずれかに該当する場合には、当社はＣ種優

先株主およびＣ種優先登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨ならびにその事由、調

整後の取得価額、適用の日およびその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行うも

のとする。

①合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、

吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継または新設

分割のために取得価額の調整を必要とするとき。

②前①のほか、普通株式の発行済株式の総数（但し、当社が保有する普通株式の数を除く。）の変更

または変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。

(c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を

四捨五入する。

(d) 取得価額調整式に使用する普通株式１株当たりの時価は、調整後転換価額を適用する日に先立つ45

取引日目に始まる連続する30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の

毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。また、平均値の計算は、円位未

満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）とする。

(e) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が１円未満に

とどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。

５. 普通株式を対価とする取得条項

当社は、Ｃ種転換請求期間中に取得請求のなかったＣ種優先株式の全部を、Ｃ種転換請求期間の末日の

翌日以降いつでも、当社取締役会が別に定める日（以下「強制転換日」という。）が到来することを

もって普通株式の交付と引換えに取得するものとし、当社は、かかるＣ種優先株式を取得するのと引換

えに、かかるＣ種優先株式の数に3,704円を乗じて得られる額を、2022年７月28日における取得価額で

除して得られる数の普通株式をC種優先株主に対して交付するものとする。Ｃ種優先株式の取得と引換

えに交付すべき普通株式の数に１株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取

扱う。

６. 金銭を対価とする取得条項

(1) 当社は、いつでも、当社取締役会が別に定める日（以下「強制償還日」という。）が到来することを

もって、法令上可能な範囲で、金銭の交付と引換えに、Ｃ種優先株式の全部または一部を取得すること

ができる。この場合、当社は、かかるＣ種優先株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める額（以
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下「強制償還価額」という。）の金銭をＣ種優先株主に対して交付するものとする。なお、Ｃ種優先株

式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。

(2) 強制償還価額

強制償還価額は、Ｃ種優先株式１株につき、3,704円とする。

７. 株式の併合または分割、募集株式の割当て等

(1) 当社は、Ｃ種優先株式について株式の併合または分割は行わない。

(2) 当社は、Ｃ種優先株主には募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受ける権利

を与えず、また株式無償割当てまたは新株予約権無償割当ては行わない。

８. 優先順位

(1) Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式、譲渡制限種類株式および

普通株式にかかる剰余金の配当の支払順位は、Ａ種優先株式にかかる剰余金の配当を第１順位とし、Ｂ

種優先株式、Ｃ種優先株式およびＤ種優先株式にかかる剰余金の配当を第２順位（それらの間では同順

位とし、Ｂ種優先株主の有するＢ種優先株式の数にＢ種優先配当金を乗じて得られる額、Ｃ種優先株主

の有するＣ種優先株式の数にＣ種優先配当金を乗じて得られる額およびＤ種優先株主の有するＤ種優先

株式の数にＤ種優先配当金を乗じて得られる額に応じて配当財産を割り当てる。）とし、Ｅ種優先株式

にかかる剰余金の配当を第３順位とし、譲渡制限種類株式および普通株式にかかる剰余金の配当を第４

順位（それらの間では同順位かつ同額とする。）とする。

(2) Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式、譲渡制限種類株式および

普通株式にかかる残余財産の分配の支払順位は、Ａ種優先株式にかかる残余財産の分配を第１順位と

し、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式およびＤ種優先株式にかかる残余財産の分配を第２順位（それらの間

では同順位とし、Ｂ種優先株主の有するＢ種優先株式の数にＢ種優先残余財産分配金を乗じて得られる

額、Ｃ種優先株主の有するＣ種優先株式の数にＣ種優先残余財産分配金を乗じて得られる額およびＤ種

優先株主の有するＤ種優先株式の数にＤ種優先残余財産分配金を乗じて得られる額に応じて残余財産を

割り当てる。）とし、Ｅ種優先株式にかかる残余財産の分配を第３順位とし、譲渡制限種類株式および

普通株式にかかる残余財産の分配を第４順位（それらの間では同順位かつ同額とする。）とする。

(3) 本内容におけるＢ種優先配当金、Ｄ種優先配当金、Ｂ種優先残余財産分配金およびＤ種優先残余財産分

配金の用語は、いずれも定款第２章の２で定義される意味で用いられる。

９. 会社法第322条第２項に規定する定款の定めの有無

種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めはありません。

10. 株主総会において議決権を有する理由

当社のガバナンスの観点から議決権を有しております。

11. 株式の種類ごとに異なる数の単元株式数を定めている理由

平成26年２月１日付で、普通株式について100株を１単元とする単元株制度の採用に当たり、普通株式

１株につき10株の割合で株式分割を行いました。ただし、優先株式については株式分割は行わず、１株

を１単元とする単元株制度を採用しました。

６ Ｄ種優先株式の内容は次のとおりであります。

１. 剰余金の配当

(1) Ｄ種優先配当金

当社は、期末配当金の支払いを行うときは、Ｄ種優先株式を有する株主（以下「Ｄ種優先株主」とい

う。）またはＤ種優先株式の登録株式質権者（以下「Ｄ種優先登録株式質権者」という。）に対し、第

８項(1)の定める支払順位に従い、Ｄ種優先株式１株につき下記(2)に定める額の金銭（以下「Ｄ種優先

配当金」という。）を支払う。但し、当該期末配当金にかかる基準日の属する事業年度中の日を基準日

として下記(3)に定めるＤ種優先中間配当金を支払ったときは、当該Ｄ種優先中間配当金を控除した額

とする。

(2) Ｄ種優先配当金の額

Ｄ種優先配当金の額は、3,704円に、それぞれの事業年度毎に下記の年率（以下「Ｄ種優先配当年率」

という。）を乗じて算出した額とする。但し、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨

五入する。

　2011年度および2012年度＝0.1%

　2013年度および2014年度＝0.3%

　2015年度以降＝0.5%

(3) Ｄ種優先中間配当金

当社は、中間配当金の支払いを行うときは、Ｄ種優先株主またはＤ種優先登録株式質権者に対し、第８

項(1)の定める支払順位に従い、上記(2)に定める額の２分の１を限度として、取締役会の決議で定める

額の金銭（以下「Ｄ種優先中間配当金」という。）を支払うものとする。

(4) 非累積条項

Ｄ種優先株主またはＤ種優先登録株式質権者に対して支払うＤ種優先株式１株当たりの剰余金の配当の

額がＤ種優先配当金の額に達しないときであっても、そのＤ種優先株式１株当たりの不足額は翌事業年

度以降に累積しない。

(5) 非参加条項

Ｄ種優先株主またはＤ種優先登録株式質権者に対しては、Ｄ種優先配当金を超えて剰余金の配当は行わ

ない。

２. 残余財産の分配
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(1) Ｄ種優先残余財産分配金

当社の残余財産の分配をするときは、第８項(2)の定める支払順位に従い、Ｄ種優先株式１株につき、

3,704円（以下「Ｄ種優先残余財産分配金」という。）を支払う。

(2) 非参加条項

Ｄ種優先株主またはＤ種優先登録株式質権者に対しては、上記(1)のほか残余財産の分配は行わない。

３. 議決権

Ｄ種優先株主は、株主総会において議決権を有する。

４. 普通株式を対価とする取得請求権

Ｄ種優先株主は、2015年７月28日以降2024年７月28日（同日を含む。）までの間（以下「Ｄ種転換請求

期間」という。）いつでも、当社に対して、普通株式の交付と引換えに、その有するＤ種優先株式の全

部または一部を取得することを請求することができるものとし、当社はＤ種優先株主が取得の請求をし

たＤ種優先株式を取得するのと引換えに、次に定める数の普通株式を、当該Ｄ種優先株主に対して交付

するものとする。

(1) Ｄ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数

Ｄ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、転換請求にかかるＤ種優先株式の数に3,704

円を乗じて得られる額を、下記に定める取得価額で除して得られる数とする。なお、Ｄ種優先株式の取

得と引換えに交付する普通株式の数に１株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、

この場合においては、会社法第167条第３項に定める金銭の交付はしない。

(2) 取得価額

当初取得価額は、3,704円とする。

(3) 取得価額の調整

(a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。

①普通株式につき株式の分割または株式無償割当てをする場合、以下の算式により取得価額を調整す

る。なお、株式無償割当ての場合には、下記の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償

割当て前発行済普通株式数（但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。）」、「分割後発

行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数（但し、その時点で当社が保有する普通株式

を除く。）」とそれぞれ読み替える。
 

調整後取得価額 ＝ 調整前取得価額 ×
分割前発行済普通株式数

分割後発行済普通株式数
 

 

調整後の取得価額は、株式の分割にかかる基準日または株式無償割当ての効力が生ずる日（株式無

償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日）の翌日以降これを適用する。

 

②普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式により、取

得価額を調整する。
 

調整後取得価額 ＝ 調整前取得価額 ×
併合前発行済普通株式数

併合後発行済普通株式数
 

 

③下記(d)に定める普通株式１株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行または当社

が保有する普通株式を処分する場合（株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得され

る株式もしくは新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(3)において同

じ。）の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合または合併、株式交

換もしくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。）、次の算式（以下「取得価額調整

式」という。）により取得価額を調整する。調整後の取得価額は、払込期日（払込期間を定めた場

合には当該払込期間の最終日）の翌日以降、また、株主への割当てにかかる基準日を定めた場合は

当該基準日（以下「株主割当日」という。）の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普

通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社

が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する

普通株式の数」とそれぞれ読み替える。
 

    （発行済普通株式の数－当社
が保有する普通株式の数）

＋

新たに発行する普通株式の数×１株当たり払込
金額

調整後
取得価額

＝
調整前
取得価額

×
普通株式１株当たりの時価

（発行済普通株式の数－当社が保有する普通株式の数）
＋新たに発行する普通株式の数

 

 

④当社に取得をさせることによりまたは当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式１

株当たりの時価を下回る普通株式１株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることがで

きる株式を発行または処分する場合（株式無償割当ての場合を含む。）、かかる株式の払込期日

（払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本④において同じ。）に、株式無償割当

ての場合にはその効力が生ずる日（株式無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日。以
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下本④において同じ。）に、また株主割当日がある場合はその日に、発行または処分される株式の

全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「１株

当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後の取得価額とする。調整後

の取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、

また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。

⑤行使することによりまたは当社に取得されることにより、普通株式１株当たりの新株予約権の払込

価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の合計額が下記(d)に定める普通株式１株当たり

の時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合（新

株予約権無償割当ての場合を含む。）、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場

合にはその効力が生ずる日（新株予約権無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日。以

下本⑤において同じ。）に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが

当初の条件で行使されまたは取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式にお

いて「１株当たり払込金額」として普通株式１株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行

使に際して出資される財産の普通株式１株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整

後の取得価額とする。調整後の取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無

償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以

降、これを適用する。但し、本⑤による取得価額の調整は、当社の取締役、監査役または従業員に

対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されない

ものとする。

(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①および②のいずれかに該当する場合には、当社はＤ種優

先株主およびＤ種優先登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨ならびにその事由、調

整後の取得価額、適用の日およびその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行うも

のとする。

①合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、

吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継または新設

分割のために取得価額の調整を必要とするとき。

②前①のほか、普通株式の発行済株式の総数（但し、当社が保有する普通株式の数を除く。）の変更

または変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。

(c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を

四捨五入する。

(d) 取得価額調整式に使用する普通株式１株当たりの時価は、調整後転換価額を適用する日に先立つ45

取引日目に始まる連続する30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の

毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。また、平均値の計算は、円位未

満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）とする。

(e) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が１円未満に

とどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。

５. 普通株式を対価とする取得条項

当社は、Ｄ種転換請求期間中に取得請求のなかったＤ種優先株式の全部を、Ｄ種転換請求期間の末日の

翌日以降いつでも、当社取締役会が別に定める日（以下「強制転換日」という。）が到来することを

もって普通株式の交付と引換えに取得するものとし、当社は、かかるＤ種優先株式を取得するのと引換

えに、かかるＤ種優先株式の数に3,704円を乗じて得られる額を、2024年7月28日における取得価額で除

して得られる数の普通株式をＤ種優先株主に対して交付するものとする。Ｄ種優先株式の取得と引換え

に交付すべき普通株式の数に１株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱

う。

６. 金銭を対価とする取得条項

(1) 当社は、いつでも、当社取締役会が別に定める日（以下「強制償還日」という。）が到来することを

もって、法令上可能な範囲で、金銭の交付と引換えに、Ｄ種優先株式の全部または一部を取得すること

ができる。この場合、当社は、かかるＤ種優先株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める額（以

下「強制償還価額」という。）の金銭をＤ種優先株主に対して交付するものとする。なお、Ｄ種優先株

式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。

(2) 強制償還価額

強制償還価額は、Ｄ種優先株式1株につき、3,704円とする。

７. 株式の併合または分割、募集株式の割当て等

(1) 当社は、Ｄ種優先株式について株式の併合または分割は行わない。

(2) 当社は、Ｄ種優先株主には募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受ける権利

を与えず、また株式無償割当てまたは新株予約権無償割当ては行わない。

８. 優先順位

(1) Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式、譲渡制限種類株式および

普通株式にかかる剰余金の配当の支払順位は、Ａ種優先株式にかかる剰余金の配当を第１順位とし、Ｂ

種優先株式、Ｃ種優先株式およびＤ種優先株式にかかる剰余金の配当を第２順位（それらの間では同順

位とし、Ｂ種優先株主の有するＢ種優先株式の数にＢ種優先配当金を乗じて得られる額、Ｃ種優先株主

の有するＣ種優先株式の数にＣ種優先配当金を乗じて得られる額およびＤ種優先株主の有するＤ種優先

株式の数にＤ種優先配当金を乗じて得られる額に応じて配当財産を割り当てる。）とし、Ｅ種優先株式
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にかかる剰余金の配当を第３順位とし、譲渡制限種類株式および普通株式にかかる剰余金の配当を第４

順位（それらの間では同順位かつ同額とする。）とする。

(2) Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式、譲渡制限種類株式および

普通株式にかかる残余財産の分配の支払順位は、Ａ種優先株式にかかる残余財産の分配を第１順位と

し、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式およびＤ種優先株式にかかる残余財産の分配を第２順位（それらの間

では同順位とし、Ｂ種優先株主の有するＢ種優先株式の数にＢ種優先残余財産分配金を乗じて得られる

額、Ｃ種優先株主の有するＣ種優先株式の数にＣ種優先残余財産分配金を乗じて得られる額およびＤ種

優先株主の有するＤ種優先株式の数にＤ種優先残余財産分配金を乗じて得られる額に応じて残余財産を

割り当てる。）とし、Ｅ種優先株式にかかる残余財産の分配を第３順位とし、譲渡制限種類株式および

普通株式にかかる残余財産の分配を第４順位（それらの間では同順位かつ同額とする。）とする。

(3) 本内容におけるＢ種優先配当金、Ｃ種優先配当金、Ｂ種優先残余財産分配金およびＣ種優先残余財産分

配金の用語は、いずれも定款第２章の２で定義される意味で用いられる。

９. 会社法第322条第２項に規定する定款の定めの有無

種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めはありません。

10. 株主総会において議決権を有する理由

当社のガバナンスの観点から議決権を有しております。

11. 株式の種類ごとに異なる数の単元株式数を定めている理由

平成26年２月１日付で、普通株式について100株を１単元とする単元株制度の採用に当たり、普通株式

１株につき10株の割合で株式分割を行いました。ただし、優先株式については株式分割は行わず、１株

を１単元とする単元株制度を採用しました。

７ Ｅ種優先株式の内容は次のとおりであります。

１. 剰余金の配当

(1) Ｅ種優先配当金

当社は、期末配当金の支払いを行うときは、Ｅ種優先株式を有する株主（以下「Ｅ種優先株主」とい

う。）またはＥ種優先株式の登録株式質権者（以下「Ｅ種優先登録株式質権者」という。）に対し、第

８項(1)の定める支払順位に従い、Ｅ種優先株式１株につき下記(2)に定める額の金銭（以下「Ｅ種優先

配当金」という。）を支払う。但し、当該期末配当金にかかる基準日の属する事業年度中の日を基準日

として下記(3)に定めるＥ種優先中間配当金を支払ったときは、当該Ｅ種優先中間配当金を控除した額

とする。

(2) Ｅ種優先配当金の額

Ｅ種優先配当金の額は、3,704円に、事業年度毎に0.05%を乗じて算出した額とする。但し、円位未満小

数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。

(3) Ｅ種優先中間配当金

当社は、中間配当金の支払いを行うときは、Ｅ種優先株主またはＥ種優先登録株式質権者に対し、第８

項(1)の定める支払順位に従い、上記(2)に定める額の２分の１を限度として、取締役会の決議で定める

額の金銭（以下「Ｅ種優先中間配当金」という。）を支払うものとする。

(4) 非累積条項

Ｅ種優先株主またはＥ種優先登録株式質権者に対して支払うＥ種優先株式１株当たりの剰余金の配当の

額がＥ種優先配当金の額に達しないときであっても、そのＥ種優先株式１株当たりの不足額は翌事業年

度以降に累積しない。

(5) 非参加条項

Ｅ種優先株主またはＥ種優先登録株式質権者に対しては、Ｅ種優先配当金を超えて剰余金の配当は行わ

ない。

２. 残余財産の分配

(1) Ｅ種優先残余財産分配金

当社の残余財産の分配をするときは、第８項(2)の定める支払順位に従い、Ｅ種優先株式１株につき、

3,704円を支払う。

(2) 非参加条項

Ｅ種優先株主またはＥ種優先登録株式質権者に対しては、上記(1)のほか残余財産の分配は行わない。

３. 議決権

Ｅ種優先株主は、株主総会において議決権を有する。

４. 普通株式を対価とする取得請求権

Ｅ種優先株主は、2019年７月28日以降2030年７月28日（同日を含む。）までの間（以下「Ｅ種転換請求

期間」という。）いつでも、当社に対して、普通株式の交付と引換えに、その有するＥ種優先株式の全

部または一部を取得することを請求することができるものとし、当社はＥ種優先株主が取得の請求をし

たＥ種優先株式を取得するのと引換えに、次に定める数の普通株式を、当該Ｅ種優先株主に対して交付

するものとする。

(1) Ｅ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数

Ｅ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、転換請求にかかるＥ種優先株式の数に3,704

円を乗じて得られる額を、下記に定める取得価額で除して得られる数とする。なお、Ｅ種優先株式の取

得と引換えに交付する普通株式の数に１株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、

この場合においては、会社法第167条第３項に定める金銭の交付はしない。

(2) 取得価額
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当初取得価額は、3,704円とする。

(3) 取得価額の調整

(a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。

①普通株式につき株式の分割または株式無償割当てをする場合、以下の算式により取得価額を調整す

る。なお、株式無償割当ての場合には、下記の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償

割当て前発行済普通株式数（但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。）」、「分割後発

行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数（但し、その時点で当社が保有する普通株式

を除く。）」とそれぞれ読み替える。

 

 

調整後取得価額 ＝ 調整前取得価額 ×
分割前発行済普通株式数

分割後発行済普通株式数
 

 

調整後の取得価額は、株式の分割にかかる基準日または株式無償割当ての効力が生ずる日（株式無

償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日）の翌日以降これを適用する。

②普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式により、取

得価額を調整する。
 

調整後取得価額 ＝ 調整前取得価額 ×
併合前発行済普通株式数

併合後発行済普通株式数
 

 

③下記(d)に定める普通株式１株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行または当社

が保有する普通株式を処分する場合（株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得され

る株式もしくは新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(3)において同

じ。）の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合または合併、株式交

換もしくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。）、次の算式（以下「取得価額調整

式」という。）により取得価額を調整する。調整後の取得価額は、払込期日（払込期間を定めた場

合には当該払込期間の最終日）の翌日以降、また、株主への割当てにかかる基準日を定めた場合は

当該基準日（以下「株主割当日」という。）の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普

通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社

が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する

普通株式の数」とそれぞれ読み替える。
 

    （発行済普通株式の数－当社
が保有する普通株式の数）

＋

新たに発行する普通株式の数×１株当たり払込
金額

調整後
取得価額

＝
調整前
取得価額

×
普通株式１株当たりの時価

（発行済普通株式の数－当社が保有する普通株式の数）
＋新たに発行する普通株式の数

 

 

④当社に取得をさせることによりまたは当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式１

株当たりの時価を下回る普通株式１株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることがで

きる株式を発行または処分する場合（株式無償割当ての場合を含む。）、かかる株式の払込期日

（払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本④において同じ。）に、株式無償割当

ての場合にはその効力が生ずる日（株式無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日。以

下本④において同じ。）に、また株主割当日がある場合はその日に、発行または処分される株式の

全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「１株

当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後の取得価額とする。調整後

の取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、

また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。

⑤行使することによりまたは当社に取得されることにより、普通株式１株当たりの新株予約権の払込

価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の合計額が下記(d)に定める普通株式１株当たり

の時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合（新

株予約権無償割当ての場合を含む。）、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場

合にはその効力が生ずる日（新株予約権無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日。以

下本⑤において同じ。）に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが

当初の条件で行使されまたは取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式にお

いて「１株当たり払込金額」として普通株式１株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行

使に際して出資される財産の普通株式１株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整

後の取得価額とする。調整後の取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無

償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以

降、これを適用する。但し、本⑤による取得価額の調整は、当社の取締役、監査役または従業員に

対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されない

ものとする。
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(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①および②のいずれかに該当する場合には、当社はＥ種優

先株主およびＥ種優先登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨ならびにその事由、調

整後の取得価額、適用の日およびその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行うも

のとする。

①合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、

吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継または新設

分割のために取得価額の調整を必要とするとき。

②前①のほか、普通株式の発行済株式の総数（但し、当社が保有する普通株式の数を除く。）の変更

または変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。

(c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を

四捨五入する。

(d) 取得価額調整式に使用する普通株式１株当たりの時価は、調整後転換価額を適用する日に先立つ45

取引日目に始まる連続する30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の

毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。また、平均値の計算は、円位未

満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）とする。

(e) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が１円未満に

とどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。

５. 普通株式を対価とする取得条項

当社は、Ｅ種転換請求期間中に取得請求のなかったＥ種優先株式の全部を、Ｅ種転換請求期間の末日の

翌日以降いつでも、当社取締役会が別に定める日（以下「強制転換日」という。）が到来することを

もって普通株式の交付と引換えに取得するものとし、当社は、かかるＥ種優先株式を取得するのと引換

えに、かかるＥ種優先株式の数に3,704円を乗じて得られる額を、2030年７月28日における取得価額で

除して得られる数の普通株式をＥ種優先株主に対して交付するものとする。Ｅ種優先株式の取得と引換

えに交付すべき普通株式の数に１株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取

扱う。

６. 金銭を対価とする取得条項

(1) 当社は、いつでも、当社取締役会が別に定める日（以下「強制償還日」という。）が到来することを

もって、法令上可能な範囲で、金銭の交付と引換えに、Ｅ種優先株式の全部または一部を取得すること

ができる。この場合、当社は、かかるＥ種優先株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める額（以

下「強制償還価額」という。）の金銭をＥ種優先株主に対して交付するものとする。なお、Ｅ種優先株

式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。

(2) 強制償還価額

強制償還価額は、Ｅ種優先株式１株につき、3,704円とする。

７. 株式の併合または分割、募集株式の割当て等

(1) 当社は、Ｅ種優先株式について株式の併合または分割は行わない。

(2) 当社は、Ｅ種優先株主には募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受ける権利

を与えず、また株式無償割当てまたは新株予約権無償割当ては行わない。

８. 優先順位

(1) Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式、譲渡制限種類株式および

普通株式にかかる剰余金の配当の支払順位は、Ａ種優先株式にかかる剰余金の配当を第１順位とし、Ｂ

種優先株式、Ｃ種優先株式およびＤ種優先株式にかかる剰余金の配当を第２順位（それらの間では同順

位とし、Ｂ種優先株主の有するＢ種優先株式の数にＢ種優先配当金を乗じて得られる額、Ｃ種優先株主

の有するＣ種優先株式の数にＣ種優先配当金を乗じて得られる額およびＤ種優先株主の有するＤ種優先

株式の数にＤ種優先配当金を乗じて得られる額に応じて配当財産を割り当てる。）とし、Ｅ種優先株式

にかかる剰余金の配当を第３順位とし、譲渡制限種類株式および普通株式にかかる剰余金の配当を第４

順位（それらの間では同順位かつ同額とする。）とする。

(2) Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式、譲渡制限種類株式および

普通株式にかかる残余財産の分配の支払順位は、Ａ種優先株式にかかる残余財産の分配を第１順位と

し、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式およびＤ種優先株式にかかる残余財産の分配を第２順位（それらの間

では同順位とし、Ｂ種優先株主の有するＢ種優先株式の数にＢ種優先残余財産分配金を乗じて得られる

額、Ｃ種優先株主の有するＣ種優先株式の数にＣ種優先残余財産分配金を乗じて得られる額およびＤ種

優先株主の有するＤ種優先株式の数にＤ種優先残余財産分配金を乗じて得られる額に応じて残余財産を

割り当てる。）とし、Ｅ種優先株式にかかる残余財産の分配を第３順位とし、譲渡制限種類株式および

普通株式にかかる残余財産の分配を第４順位（それらの間では同順位かつ同額とする。）とする。

(3) 本内容におけるＢ種優先配当金、Ｃ種優先配当金、Ｄ種優先配当金、Ｂ種優先残余財産分配金、Ｃ種優

先残余財産分配金およびＤ種優先残余財産分配金の用語は、いずれも定款第２章の２で定義される意味

で用いられる。

９. 会社法第322条第２項に規定する定款の定めの有無

種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めはありません。

10. 株主総会において議決権を有する理由

当社のガバナンスの観点から議決権を有しております。

11. 株式の種類ごとに異なる数の単元株式数を定めている理由
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平成26年２月１日付で、普通株式について100株を１単元とする単元株制度の採用に当たり、普通株式

１株につき10株の割合で株式分割を行いました。ただし、優先株式については株式分割は行わず、１株

を１単元とする単元株制度を採用しました。
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(2) 【新株予約権等の状況】

当第２四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日 平成26年12月12日

新株予約権の数(個) 229,753(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株） 22,975,300(注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円) 174.1(注)２

新株予約権の行使期間 平成26年12月29日～平成28年12月29日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)

(注)３

新株予約権の行使の条件 新株予約権の一部行使はできない。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議に

よる承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)４
 

(注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調

整し、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
 

２．新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整

により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率
 

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の

算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

 
調整後払込金額

 
＝

 
調整前払込金額

 
×

既発行株式数 ＋
新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額

１株当たり時価

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数
 

３．本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるとこ

ろに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数を生じる場

合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金

の額を減じた額とする。

４．当社が消滅会社となる合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、若しくは当社が完全子会社

となる株式交換若しくは株式移転（以下「組織再編行為」という。）を当社の株主総会（株主総会の決議を

要しない場合は取締役会）で決議した場合、当社は、当社取締役会が別途定める日（以下「取得日」とい

う。）の２週間前までに本新株予約権者に対する通知又は公告を行うことにより、当該上場廃止日又は組織

再編行為の効力発生日前に、当該取得日において本新株予約権１個につき金405円で、当該取得日に残存す

る本新株予約権の全部を取得する。
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当第２四半期会計期間において発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。

決議年月日 平成26年12月12日

新株予約権の数(個) 40

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 22,975,301

新株予約権の行使時の払込金額(円) ―

新株予約権の行使期間 平成26年12月29日～平成29年12月22日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)

(注)

新株予約権の行使の条件

新株予約権の一部について新株予約権を行使すること
はできないものとする。なお、当社が新株予約権付社債
を買入れ、社債を消却した場合には、当該社債に係る新
株予約権を行使することはできない。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権又は社債の一方のみを譲渡することはでき

ない。

代用払込みに関する事項
新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、

本新株予約権の行使に際して、当該本新株予約権に係る
本社債を出資するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―
 

(注) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い

算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端

数を切り上げるものとする。

②本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、①記載の資本金等増加

限度額から①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成27年１月31日 ― 237,005,553 ― 550,018 ― 1,050,018
 

　（注）平成26年12月12日に提出した有価証券届出書に記載した「手取金の使途」について重要な変更が生じており

ます。

変更の理由

当社は、平成26年12月29日に第三者割当により第３回無担保転換社債型新株予約権付社債および第７回新株

予約権を発行しました。このうち、第３回無担保転換社債型新株予約権付社債については、発行諸費用を差

し引いた差引手取概算額39億94百万円を平成27年１月に東京都港区に所在する建物付き土地（地積1,368.74

㎡）の仕入資金に充当する予定でした。

当社は平成25年７月期に債務超過を解消して以降徐々に金融機関からの借入ができてまいりました。ただ、

金融機関によっては融資枠があり当社への貸付上限が設定されているため、当社が収益機会をロスすること

なく臨機応変に機動的な借入をできる状態ではありませんでした。このたびの当該建物付き土地は権利調整

案件で、金額も比較的高額となることから当社への融資を検討していただける金融機関も少ない状況でし

た。平成26年12月12日の第三者割当による第３回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第７回新株予約権

の発行決議当時は、金融機関から100％融資が実行される回答は得られておりませんでしたので、仕入決済

時までには100％仕入決済できる資金を確保する必要があり、第三者割当による第３回無担保転換社債型新

株予約権付社債及び第７回新株予約権の発行を決議しました。

そうしたなか、平成26年12月下旬から新生銀行グループの新生インベストメント＆ファイナンス株式会社と

当該建物付き土地の仕入資金の借入について交渉を始めました。同社から融資が受けられるかどうかは同社

の融資判断基準次第と思われますが、当社の平成26年７月期通期業績について当社発表どおりに予想数値を

達成したことや継続企業の前提に関する重要事象等の記載を解消したこと等当社の信用度が増したこと、ま
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た当該建物付き土地について同社の融資条件を満たしたことから、同社から借入を行うことができたものと

認識しております。

このように当該建物付き土地の仕入資金について借入ができたため、第３回無担保転換社債型新株予約権付

社債の発行により調達した資金については、平成26年12月12日付「有価証券届出書」の第一部証券情報　第

１募集要項　４新規発行による手取金の使途　(2)手取金の使途　①本新株予約権付社債に記載していると

おり、当社が取り纏め依頼書を提出済みであります平成27年６月以降に仕入計画中の別途の東京都港区所在

物件及び今後入手する物件情報の中から平成27年１月以降に仕入決議していきます販売用不動産の仕入資金

に、平成27年２月から平成28年12月の間で随時充当していく予定です。

なお、平成26年12月12日付「有価証券届出書」の第一部証券情報　第１募集要項　４新規発行による手取金

の使途　(2)手取金の使途　①本新株予約権付社債に記載している平成26年11月20日付及び平成26年12月４

日付「販売用不動産の仕入契約締結に関するお知らせ」にて開示済の東京都港区、大田区、豊島区、練馬区

所在の新築収益用マンション６物件並びに大阪府大阪市所在の収益ビルの仕入資金については、別途の借入

および自己資金により平成27年１月に仕入決済しております。

変更の内容

変更の内容は次のとおりで、下線を付しております。

（変更前）

（1）調達する資金の具体的な使途

　①　本新株予約権付社債

具体的な使途 金額（百万円） 支出予定時期

販売用不動産仕入資金 3,994.5 平成27年１月
 

（注）調達資金を実際に支出するまでは、銀行口座にて管理いたします。

当社は、本新株予約権付社債の発行により調達する資金を平成27年１月に東京都港区所在の建物付き土地

（地積1,368.74㎡）の仕入資金に充当する予定です。

ただし、当該建物付き土地の仕入資金については、同時に金融機関へ融資の打診を行っているため、仮に金

融機関からの借入等が行われた場合は、当該借入金の全額を上記仕入資金に充当する予定です。そのため、

当該借入金により充当した金額と同額の本新株予約権付社債による調達額については、下記②記載の本新株

予約権に係る資金の使途で記載と同様に平成27年１月に平成26年11月20日付及び平成26年12月４日付「販売

用不動産の仕入契約締結に関するお知らせ」にて開示済の東京都港区、大田区、豊島区、練馬区所在の新築

収益用マンション６物件並びに大阪府大阪市所在の収益ビルの仕入資金に充当する予定です。

なお、本新株予約権付社債の発行により調達した資金に残額が生じた場合、当社が取り纏め依頼書を提出済

みであります平成27年６月以降に仕入計画中の別途の東京都港区所在物件及び、今後入手する物件情報の中

から平成27年１月以降に仕入決議していきます販売用不動産の仕入資金に、平成27年１月から平成28年12月

の間で随時充当していく予定です。

（変更後）

（1）調達する資金の具体的な使途

①　本新株予約権付社債

具体的な使途 金額（百万円） 支出予定時期

販売用不動産仕入資金 3,994.5 平成27年２月～平成28年12月
 

（注）調達資金を実際に支出するまでは、銀行口座にて管理いたします。

当社は、本新株予約権付社債の発行により調達する資金を平成27年１月に東京都港区所在の建物付き土地

（地積1,368.74㎡）の仕入資金に充当する予定でしたが、金融機関から当該建物付き土地の仕入資金として

36億円の融資を受けられることとなったことから、本新株予約権付社債の発行により調達した資金について

は、当社が取り纏め依頼書を提出済みであります平成27年６月以降に仕入計画中の別途の東京都港区所在物

件及び、今後入手する物件情報の中から平成27年１月以降に仕入決議していきます販売用不動産の仕入資金

に、平成27年２月から平成28年12月の間で随時充当していく予定です。
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(6) 【大株主の状況】

　「所有株式数別」

平成27年１月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

秋元　竜弥 東京都目黒区 90,372,891 38.13

UBS AG LONDON A/C IPB
SEGREGATED CLIENT ACCOUNT
（常任代理人　シティバンク銀
行株式会社）

BAHNHCFSTRASSE 　45, 　8001 　ZURICH, 　
SWITZERLAND
東京都新宿区新宿６丁目27番30号）

8,150,508 3.44

BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR
PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACC
FOR THIRD PARTY
（常任代理人　香港上海銀行東
京支店）

10 HAREWOOD AVENUE LONDON NW1 6AA
（東京都中央区日本橋３丁目11番１号）

5,205,000 2.20

株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木１丁目６番１号 3,228,600 1.36

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１丁目２番10号 2,803,900 1.18

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
（常任代理人　ゴールドマン・
サックス証券株式会社）

133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB,UK
（東京都港区六本木６丁目10番１号）

2,123,500 0.90

STATE STREET BANK AND TRUST
COMPANY
（常任代理人　株式会社みずほ
銀行）

P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101
U.S.A.
（東京都中央区月島４丁目16-13）

1,764,300 0.74

山崎　一弘 大阪府八尾市 1,561,900 0.66

BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM
GCM CLIENT ACCT E PSMPJ
（常任代理人　株式会社三菱東
京ＵＦＪ銀行）

125 LONDON WALL LONDON BC2Y5AJ UNITED
KINGDOM
（東京都千代田区丸の内２丁目７-１）

1,250,000 0.53

牧間　次夫 千葉県袖ケ浦市 1,230,000 0.52

計 ― 117,690,599 49.66
 

 

EDINET提出書類

株式会社アルデプロ(E04023)

四半期報告書

21/34



 

　「所有議決権数別」

平成27年１月31日現在

氏名又は名称 住所
所有議決権数

(個)

総株主の議決権
に対する所有議
決権数の割合

(％)

秋元　竜弥 東京都目黒区 3,765,355 68.99

UBS AG LONDON A/C IPB
SEGREGATED CLIENT ACCOUNT
（常任代理人　シティバンク銀
行株式会社）

BAHNHOFSTRASSE 　45, 　8001 　ZURICH, 　
SWITZERLAND
（東京都新宿区新宿６丁目27番30号）

81,505 1.49

BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR
PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACC
FOR THIRD PARTY
（常任代理人　香港上海銀行東
京支店）

10 HAREWOOD AVENUE LONDON NW1 6AA
（東京都中央区日本橋３丁目11番１号）

52,050 0.95

株式会社広島銀行 広島県広島市中区紙屋町１丁目３-８ 39,788 0.73

株式会社商工組合中央金庫 東京都中央区八重洲２丁目10-17 38,435 0.70

株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木１丁目６-１ 32,286 0.59

第一勧業信用組合 東京都新宿区四谷２丁目13番地 32,132 0.59

株式会社愛媛銀行 愛媛県松山市勝山町２丁目１ 28,481 0.52

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１丁目２番10号 28,039 0.51

株式会社筑波銀行 茨城県土浦市中央二丁目11番７号 27,510 0.50

計 ― 4,125,581 75.59
 

（注）エボ　ファンド(Evo　Fund）から平成平成27年１月５日付で関東財務局長に提出された大量保有報告書によ

り、平成26年12月29日現在で以下の株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当第２四半

期会計期間末における実質所有株式の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。な

お、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名または名称 住所 保有株券等の数
株券等保有割合

（％）

エボ　ファンド
（Evo　Fund）

ケイマン諸島、グランド・ケイマンKY1-9003、カマナ・
ベイ、ガーデニア・コート2階、3205号、マーケット・ス
トリート45、グローブオブ・ファイナンシャル・サービ
シズ（ケイマン）リミテッド

7,665,000 3.23
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

(平成27年１月31日現在)

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 Ａ種優先株式 8,916
―
―

（注）

議決権制限株式(自己株式等)  ― ― ―

議決権制限株式(その他)  ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
普通株式

8,400 ― ―

完全議決権株式(その他)

普通株式
Ｃ種優先株式
Ｄ種優先株式
Ｅ種優先株式

233,446,000
824,355

2,160,410
138,822

2,334,460
824,355

2,160,410
138,822

（注）

単元未満株式  418,650 ―
１単元（100株）
未満の株式

発行済株式総数  237,005,553 ― ―

総株主の議決権  ― 5,458,047 ―
 

（注)１ Ａ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式の内容は、「１（1）②発行済株式」の内容欄

に記載しております。

 

② 【自己株式等】

  平成27年１月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社アルデプロ
東京都新宿区新宿三丁目

１番24号
8,400 ― 8,400 0.00

計 ― 8,400 ― 8,400 0.00
 

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しております。

なお、当社は前第３四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、比較情報は記載しておりま

せん。　

 
２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(平成26年11月１日から平成

27年１月31日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成26年８月１日から平成27年１月31日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、明誠有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成26年７月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成27年１月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 2,709,344 4,595,088

  受取手形及び売掛金 18,818 10,350

  販売用不動産 1,168,543 5,724,580

  仕掛品 72,000 90,500

  前渡金 60,000 400,000

  その他 16,638 212,969

  流動資産合計 4,045,345 11,033,488

 固定資産   

  有形固定資産 6,980 12,312

  無形固定資産 429 368

  投資その他の資産 12,105 58,100

  固定資産合計 19,515 70,782

 資産合計 4,064,861 11,104,270

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 31,389 9,761

  短期借入金 353,742 2,065,866

  1年内返済予定の長期借入金 23,946 57,669

  未払金 38,078 76,781

  未払費用 3,598 15,619

  未払法人税等 146,875 15,733

  その他 150,588 168,311

  流動負債合計 748,219 2,409,742

 固定負債   

  新株予約権付社債 - 4,000,000

  長期借入金 525,852 1,680,465

  退職給付に係る負債 3,043 5,766

  その他 32 1,598

  固定負債合計 528,927 5,687,829

 負債合計 1,277,147 8,097,572

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 550,018 550,018

  資本剰余金 1,050,018 1,050,018

  利益剰余金 1,188,284 1,314,538

  自己株式 △1,199 △1,520

  株主資本合計 2,787,121 2,913,054

 新株予約権 592 93,642

 純資産合計 2,787,714 3,006,697

負債純資産合計 4,064,861 11,104,270
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

          (単位：千円)

          当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年８月１日
　至 平成27年１月31日)

売上高 3,319,517

売上原価 2,713,890

売上総利益 605,626

販売費及び一般管理費 ※1  324,895

営業利益 280,731

営業外収益  

 受取利息 142

 受取手数料 335

 受贈益 2,058

 その他 279

 営業外収益合計 2,816

営業外費用  

 支払利息 37,342

 支払手数料 32,086

 消費税相殺差損 28,780

 社債発行費 2,592

 その他 600

 営業外費用合計 101,402

経常利益 182,145

特別利益  

 固定資産売却益 180

 特別利益合計 180

特別損失  

 固定資産売却損 172

 特別損失合計 172

税金等調整前四半期純利益 182,153

法人税、住民税及び事業税 14,480

法人税等合計 14,480

少数株主損益調整前四半期純利益 167,673

四半期純利益 167,673
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

          (単位：千円)

          当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年８月１日
　至 平成27年１月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 167,673

四半期包括利益 167,673

（内訳）  

 親会社株主に係る四半期包括利益 167,673
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

          (単位：千円)

          当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年８月１日
　至 平成27年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー  

 税金等調整前四半期純利益 182,153

 減価償却費 977

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 2,723

 受取利息及び受取配当金 △142

 支払利息 37,342

 社債発行費償却 2,592

 売上債権の増減額（△は増加） 8,467

 たな卸資産の増減額（△は増加） △4,574,536

 前渡金の増減額（△は増加） △340,000

 その他の流動資産の増減額（△は増加） △195,649

 仕入債務の増減額（△は減少） △21,627

 未払消費税等の増減額（△は減少） △11,601

 前受金の増減額（△は減少） △74,892

 その他の流動負債の増減額（△は減少） 151,872

 その他 △9,853

 小計 △4,842,174

 利息及び配当金の受取額 142

 利息の支払額 △34,991

 法人税等の支払額 △145,622

 営業活動によるキャッシュ・フロー △5,022,644

投資活動によるキャッシュ・フロー  

 定期預金の預入による支出 △780

 出資金の払込による支出 △10,100

 出資金の回収による収入 100

 有形固定資産の売却による収入 5,458

 有形固定資産の取得による支出 △10,222

 差入保証金の回収による収入 20

 差入保証金の差入による支出 △26,081

 貸付金の回収による収入 34

 投資活動によるキャッシュ・フロー △41,570

財務活動によるキャッシュ・フロー  

 短期借入金の純増減額（△は減少） 1,712,123

 長期借入れによる収入 1,200,000

 長期借入金の返済による支出 △11,663

 配当金の支払額 △41,419

 新株予約権付社債の発行による収入 3,997,407

 新株予約権の発行による収入 93,049

 自己株式の取得による支出 △320

 財務活動によるキャッシュ・フロー 6,949,178

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,884,963

現金及び現金同等物の期首残高 2,609,054

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  4,494,017
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【注記事項】

(会計方針の変更等)

該当事項はありません。

 

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

該当事項はありません。

 

(追加情報)

該当事項はありません。

 

(四半期連結損益計算書関係)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な項目及び金額は次のとおりであります。

 

 
当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年８月１日
至 平成27年１月31日)

販売手数料 36,983千円

給与及び賞与 75,547 

退職給付費用 329 

管理諸費 106,488 
 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※現金及び現金同等物の四半期残高と四半期連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係は、次のとおり

であります。

 
当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年８月１日
至 平成27年１月31日)

現金及び預金勘定 4,595,088千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △101,070

現金及び現金同等物 4,494,017
 

 

(株主資本等関係)

当第２四半期連結累計期間(自 平成26年８月１日 至 平成27年１月31日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総
額（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年10月29日
定時株主総会

Ａ種優先株式 8,024 900.00 平成26年７月31日 平成26年10月30日 利益剰余金

平成26年10月29日
定時株主総会

Ｃ種優先株式 9,150 11.10 平成26年７月31日 平成26年10月30日 利益剰余金

平成26年10月29日
定時株主総会

Ｄ種優先株式 23,980 11.10 平成26年７月31日 平成26年10月30日 利益剰余金

平成26年10月29日
定時株主総会

Ｅ種優先株式 263 1.90 平成26年７月31日 平成26年10月30日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

 

３．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 当第２四半期連結累計期間(自 平成26年８月１日 至 平成27年１月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    (単位：千円)

 

報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書

計上額（注）２不動産再活事業
不動産賃貸
収益等事業

計

売上高      

  外部顧客への売上高 2,895,858 423,658 3,319,517 ― 3,319,517

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― 2,609 2,609 △2,609 ―

計 2,895,858 426,268 3,322,127 △2,609 3,319,517

セグメント利益 305,586 237,313 542,899 △262,168 280,731
 

(注) １．セグメント利益の調整額△262,168千円は、セグメント間取引消去△2,609千円および各報告セグメントに配

分しない全社費用△259,558千円であります、全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であり

ます。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整しております。

 

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年８月１日
至 平成27年１月31日)

１株当たり四半期純利益金額 42銭

    (算定上の基礎)  

   四半期純利益(千円) 167,673

   普通株主に帰属しない金額(千円) 68,855

（うち優先配当額（千円）） （68,855）

   普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 98,817

    普通株式の期中平均株式数(株) 233,865,618

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前
連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

第３回無担保転換社債型
新株予約権付社債
第７回新株予約権

 

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた

め、記載しておりません。

 

(重要な後発事象)

１．当社は、平成27年１月27日付の取締役会で借入について決議し、平成27年２月２日付で借入を行いました。

（1） 借入日 平成27年２月２日

（2） 金額 36億円

（3） 金利 年5.8％

（4） 返済期限 平成28年１月29日

（5） 貸付人 新生インベストメント＆ファイナンス株式会社

  （住所：東京都千代田区大手町一丁目９番７号）

（6） 担保状況 当社が仕入れる販売用不動産に担保設定
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（7） 資金使途 東京都港区所在の建物付き土地の取得資金

（8） 当社との関係 資本関係、人的関係、取引関係はありません。
 

 
２．ＦＩＰ投資顧問株式会社の株式の取得

当社は、平成27年３月12日開催の取締役会において、ＦＩＰ投資顧問株式会社の全株式を取得し、子会社化する

ことについて決議いたしました。　

（1） 名称 ＦＩＰ投資顧問株式会社

（2） 所在地 東京都あきる野市五日市853番地の３

（3） 代表者の役職・氏名 代表取締役　三上哲治

（4） 事業内容 投資運用業、投資助言・代理業

（5） 資本金 20,000千円

（6） 設立年月日 平成21年９月２日

（7） 大株主及び持ち株比率 三上哲治　100.0％

（8） 株式譲渡実行日 平成27年４月１日
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２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成27年３月12日

株式会社アルデプロ

取締役会  御中

明誠有限責任監査法人
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   市　　原　　　豊   印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   西 谷　 富 士 夫   印

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社アルデ

プロの平成26年８月１日から平成27年7月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間(平成26年11月１日から平

成27年１月31日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成26年８月１日から平成27年１月31日まで)に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッ

シュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任　

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任　

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論　

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社アルデプロ及び連結子会社の平成27年１月31日現在の財

政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示し

ていないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

強調事項

１．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成27年２月２日に36億円の借入を実行した。

２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成27年３月12日開催の取締役会において、ＦＩＰ投資顧問株式

会社の全株式を取得し、子会社化することについて決議した。

当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

　

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 
 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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